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ケース１：車検証の内容と車両諸元が異なっている

【問題点】
・⾞検証・四⾯図・諸元表の内容と、⾞両諸元が異なっている場合があり、確認・差戻しに

時間を要している。

【申請時の留意点】
・⾞検証・各⾞両メーカー発⾏の四⾯図・諸元表などを⼊念に確認し、間違いの無いよう

転記して下さい。間違いのある場合は、差戻しとなります。

※ 重量や軸間距離などの数値を

間違えたまま申請すると、

本来の車両諸元と異なる許可

（又は不許可）となる

おそれがあります。

車両諸元の情報入力
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・重量や⼨法の⼊⼒値が⾞検証と⼀致していない・⾞検証⾃体の確認ができない
→⾞検証の⾃重や軸重、⾞両ナンバーの⼊⼒間違い、⾞検証の有効期間切れなど。

⾞検証とのチェックが正しく⾏えないので差戻します。→ P３

・積載貨物の重量が、トラックやトレーラの最⼤積載量より多い、⼜は軸重が超過している
→ 最⼤積載量の⼊⼒間違いなど。道路交通法でいう過積載に該当します。 → P５･９･１０

・セミトレーラの連結全⻑が⻑すぎる
→ トラクタ・トレーラそれぞれの⾞検証「⻑さ」を単純に⾜しているため。

トラクタ＝⾞両（⼜は積載物）前端〜連結部、トレーラ＝連結部〜⾞両
（⼜は積載物）後端の⻑さを四⾯図で確認してください。 → P６･７

・はみ出し貨物を積載する際の、総⼨法の計算⽅法が間違えている
→ ⾼さ＝荷台の床⾼＋積載貨物⾼ ⻑さ＝四⾯図で確認 など。 → P７

・ダブルタイヤの輪数⼊⼒が間違っている
→ ２輪を１輪とカウントしてください。（右図参照） → P８

【⾞両諸元⼊⼒の間違い例】

左図：複数車両の包括申請において
一部車両のナンバー入力間違い
による差戻し例
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⾞両番号の⼊⼒ミスに注意し
ます。

＜間違いの例＞
０（数字のゼロ）と
Ｏ（アルファベットのオー）

１（数字のイチ）と
Ｉ（アルファベットのアイ）
の打ち間違い

必ず、「⾞検証情報との照合」
を実施してください。
⾞両番号の⼊⼒ミスがないか、
確認出来ます。
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「⾞検証情報との照合」を実施して未登録との結果が出た場合、その原因のほとんどが、⾞両
番号の⼊⼒ミスか、既に廃⾞になっている⾞両番号を⼊⼒したか、のいずれかです。

⾞両番号の⼊⼒ミスは、差戻しとなる原因の上位です。
このため、必ず「⾞検証情報との照合」を実施して、ミスがないか確認してください。
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積載物重量は、⾞検証の最⼤積載量を超過することはできません。
なお、軸重の制限との関係で、⾞検証の最⼤積載量で許可できるとは限りません。
（詳細はP９、１０）



6

⼊⼒する⼨法（幅、⾼さ及び⻑さ）は、
⾞検証のとおりとは限りません。

トラクタの場合、連接すると、トレーラ
と重複するため、⻑さは、前部から接続
部までです。

⾞検証の数字のまま⼊⼒
すると、⻑さがNG！
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⾞検証の数字のまま⼊⼒すると、
幅、⾼さ及び⻑さがNG！

⼨法（幅、⾼さ及び⻑さ）は、⾞検証の
とおりとは限りません。

トラクタと接続し、かつ、貨物を積載し
た状態での⼨法を⼊⼒します。
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ダブルタイヤは、１輪とカウントします。
図の例の場合、右側と左側にそれぞれ２輪ずつあり、実際にあるのは４輪ですが、ダブルタ
イヤなので、右側と左側にそれぞれ１輪ずつとカウントするため、合計２輪となり、それを
⼊⼒します。
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＜通常＞
軸重 １０ｔ
隣接軸重
・軸距が１．８ｍ未満

→ １８ｔ
・軸距が１．３ｍ以上かつ、

軸重がいずれも９．５ｔ以下
→ １９ｔ

・軸距が１．８ｍ以上
→ ２０ｔ

＜例外＞
保安基準の緩和を受けている⾞両
（ホイールクレーン、重セミ等）

⾞検証の備考欄に「＊保安基準緩和＊
軸重、隣接軸重」等と記載

＜参考＞⾞両制限令第３条（P１１）
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＜確認⽅法＞
合成⾞両の表⽰⼜は簡易算定機能を
使って、最⼤軸重と隣接軸重が制限値
を超過していないか、確認してくださ
い。

＜修正⽅法＞
超過していた場合、P５に戻って、減
量します。

「合成車両の表示」
をクリックします。
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ケース２：バラ積み貨物の積載で、隣接軸重が一般的制限値を超過している

【申請時の留意点】
・隣接軸重が⾞両制限令の⼀般的制限値以内になるよう、積載物重量を減らしてください。

⼀般的制限値を超えている場合は、差戻します。

【問題点】
・特例８⾞種該当の２軸セミトレーラにおけるバラ積み貨物の積載にあたり、隣接軸距が

1.3〜1.8ｍの場合に隣接軸重が19トン以上であるため、⾞両制限令の最⾼限度を超過して
いる。（実態として、隣接軸重＝19トン以上の保安基準緩和を受けている⾞両が存在）

【参考】隣接軸重の取り扱い
（車両制限令）
第3条 道路法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。

二 重量 次に掲げる値
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル未満である場合にあっては18トン（隣り

合う車軸に係る軸距が1.3メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5トン以下である
場合にあっては、19トン）、1.8メートル以上である場合にあっては20トン

バラ積み貨物は重量や寸法の調整が可能であるため、車両
総重量の緩和（44トン以内）や軸重（２軸トラクタの駆動
軸における11.5トン）以外の重量に係る緩和はありません。

そのため、２軸トラクタの駆動軸以外の軸重や、隣接軸重、
輪荷重は、車両制限令の一般的制限値の範囲内まで減らす
必要があります。（貨物の「特殊性」が存在しない）

バラ積み貨物の積載における隣接軸重


